
資 料 編（インタビュールーム）
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Ｑ１ 町の予算はどのようにしてできるのですか？

予算とは、南風原町の１年間の収入と支出の見積もりのことをいいます。家計に例えると、

「１年間の収入がいくらで、そのうちの生活費がいくら、ローンの返済がいくら」というものを示したも

のです。町長（役場）が予算案を作り、その案を議会に提出します。議会で可決（承認）されると、

正式に予算となります。

収入 支出
（歳入） （歳出）

約 約
192.4億円 192.4億円
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～令和７年度予算（一般会計）を例に説明します～

町全体の予算案を議会へ提出

各課の予算案を提出

各課へ通知

南風原町の予算ができるまで

①予算編成方針

②予算見積書の作成（担当課）

③役場内での調整

⑤予算（案）の審議・議決

⑥予算の執行

令和６年
１０月中旬

令和６年
１１月中旬

令和６年１２月～
令和７年２月

令和７年３月

令和７年４月～
令和８年３月

④予算（案）

教育費 民生費衛生費 土木費

国県支出金
74.2億円

交付税
28.0億円

借金　3.5億円

その他
29.2億円

町税
49.1億円

繰入金 8.4億円

土木費
11.6億円

教育費
23.8億円

総務費
21.3億円

公債費
10.1億円

その他
26.7億円

民生費
98.9億円

まちの予算 インタビュールーム
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令和７年度の予算を例に、前のページの図にそって説明します。

①予算編成方針（令和６年１０月中旬）

予算編成方針とは、国の方針や町の財政状況などを参考に、予算を作るときの基本的な考え方

を示したものです。この予算編成方針を役場の各課に通知します。各課はこの方針を基に予算の

見積もりをします。

②予算見積書の作成（令和６年１１月中旬）

予算編成方針に基づき、事業の担当課では、予算見積書を作成します。皆さんの家庭でも、洗

濯機が古くなったから新しいものを購入したい、旅行に行きたい、など要望はたくさんあると思いま

すが、実際の収入に見合う範囲内で、優先順位を決めて家計をやりくりしていることと思います。

町も皆さんの家庭の家計と同じように、限られた収入（財源）の中で、優先順位をつけて事業を

選択し、予算を作っています。

③役場内での調整（令和６年１２月～令和７年２月）

役場内で、各課の予算見積書の内容について聞き取り（ヒアリング）を行います。一つ一つの事

業について、緊急性、必要性があるのか、法律や町の計画に沿ったものなのかなど、内容の確認

を行います。

④予算（案）の提出（令和７年３月）

最終的に、１年間の収入の見積もりと、支出の見積もりを同じ額になるように調整し、予算（案）を

作ります。その後、予算（案）は、説明書をつけて、議会に提出されます。

⑤予算（案）の審議・議決（令和７年３月）

提出された予算（案）は、３月の定例議会において審議が行われ、議決されます。議決の内容は

「原案可決」、「修正可決」、「否決、審議未了」の３種類あり、「原案可決」若しくは「修正可決」の議

決がなされると、予算案が予算として成立することになります。

⑥サービスの提供（令和７年４月から令和８年３月までの１年間）

議会の議決（予算成立）後、１年間の予算の使用計画に基づき、担当課において予算の執行

（サービスの提供）が行われます。

以上で、予算が作られサービスの提供として使われるまでを説明しました。町では、皆さんが支

払う貴重な税金を、最小の経費で最大の効果を得られるよう努めてまいります。
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Ｑ２ 町の予算は毎年増えているのですか？

町の予算は皆さんの家庭の家計と同じように、得た収入（町税や国・県からの補助金など）や、

借金（町債など）をしながら、仕事をしてやりくりしています。町の予算は、人口の増加に伴う社会福

祉費の増や社会資本の整備等により年々増加しています。なお、町の予算は、一般会計及び３つ

の特別会計及び公営企業会計に分かれており、各会計の説明は下記のとおりとなっています。

○一般会計

本会計は民生費や土木費、教育費など、行政を運営するうえで最も基本となるもので、町の予

算の７０％以上が一般会計でまかなわれています。

○特別会計

■国民健康保険特別会計

通称「国保」の運営は、加入者の皆さんが納めた税金だけではなく、国・県・町も費用を負担して

います。加入者の誰もが安心して平等に医療が受けられるように保険税を出し合い、いざというとき

の医療費にあてる「助け合い」の精神に基づいた制度です。ひとり一人が自分の健康状態を管理

することで医療費の抑制にもつながりますので健康診断を受診しましょう。

131億

3,036万円

137億

600万円

147億

3,720万円

158億

1,556万円

158億

4,028万円

175億

500万円

192億

4,200万円
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万円 一般会計当初予算額推移

40億

5,497万円

41億

622万円
40億

9,955万円

42億

3,019万円

46億

4,617万円
43億

541万円

43億

3,672万円
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万円 国民健康保険特別会計当初予算額推移
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■土地区画整理事業特別会計

本特別会計は津嘉山北土地区画整理事業を実施するため、平成８年度に創設されました。平

成２年頃から地域住民の皆さんや土地所有者の皆さんとまちづくり（案）などについて議論や討論

を重ねながら実施しています。

■後期高齢者医療特別会計

本特別会計は、老人医療制度に代わる新しい医療制度「後期高齢者医療制度」が平成２０年４

月からスタートすることに伴い創設されました。後期高齢者医療に係る事務は役場と沖縄県後期高

齢者医療広域連合（うるま市）で行っています。

5億
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5億
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6億
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土地区画整理事業特別会計当初予算額推移
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後期高齢者医療特別会計当初予算額推移
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○公営企業会計

■下水道事業会計

令和２年４月１日より、地方公営企業法の財務適用で「特別会計（官庁会計）」から「公営企業会計

（複式簿記）」へ移行し、下水道事業特別会計と農業集落排水事業特別会計が『下水道事業会

計』という一つの会計となりました。今年度の事業費は１０億６，３１３万円、整備予定箇所は主に津

嘉山土地区画整理区域内の整備を行い、新川・照屋地内でも汚水管布設工事を行い、照屋・兼

城地内で雨水幹線工事を予定です。

5億

3,908万円

6億

7,022万円

6億

3,041万円
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下水道事業会計当初予算額推移
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Ｑ３ 令和７年度の予算の配分はどうなっているのですか？

○一般会計予算の配分

令和７年度一般会計予算額は１９２億４，２００万円です。ここではその収入と支出、それぞれの

内訳を説明します。どのようなお金が町に入ってきて、どのように使っていくのかを見てみましょう。

①収入

南風原町の収入で一番大きな割合をしめているのは、町民税や固定資産税など、皆さんが町に

納める税金で４９億１，０７６万円で２５．５％です。ある特定の事業を行う目的で国から交付される

国庫支出金が４５億９，２０６万円で２３．９％、日本のどの地域においても一定の行政サービスが提

供できるように、県・市町村へ国が交付する地方交付税（基準は国が決めています）が２７億９，５７

５万円で１４．５％、大きな事業を行うために国や金融機関から借り入れる町債（借金）が３億５，０２

０万円で１．８％となっています。

※その他（１）の収入科目は諸収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰越金、寄附金、財産収入です。

※その他（２）の収入科目は地方消費税交付金、地方譲与税、地方特例交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、利

子割交付金、交通安全対策特別交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金です。
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国庫支出金
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地方交付税
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地方交付税
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町債
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町債
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262,288

県支出金

283,279

その他(2)

113,394

その他(2)

128,700

万円

年度

一般会計歳入グラフ

自主財源

自主財源 依存財源

依存財源
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②目的別支出（一般会計）

令和７年度当初予算と令和６年度当初予算の支出を目的別に分類したグラフです。目的別の主

な増減事業は下記のとおりとなります。

※記入例:増減項目 増減額（令和６年度当初予算→令和７年度当初予算）

【総務費】コミュニティセンター助成事業 3,950万円（0万円→3,950万円）

【民生費】高齢者医療対策費等 3,826万円（4億3,629万円→4億7,455万円）

介護給付･訓練等給付事業 4億1,761万円（16億9,920万円→21億1,681万円）

【衛生費】こども医療費助成事業 3,355万円（3億1,499万円→3億4,854万円）

【農林費】農業用資材等臨時支援事業 310万円（0万円→310万円）

【労働費】地域女性活躍推進事業 ▲385万円（888万円→503万円）

【土木費】町道10号線道路改良事業 ▲2,963万円（9,412万円→6,449万円）

河川整備事業 ▲7,242万円（8,839万円→1,597万円）

津嘉山中央線街路事業（２工区） 263万円（1億1,044万円→1億1,307万円）

【教育費】国際交流事業（育英会） 126万円（736万円→862万円）

特別支援教育支援員（ヘルパー）配置事業

2,818万円（1億2,423万円→1億5,241万円）
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238,074

公債費

100,948
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その他
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その他

8,805

万円

年度

一般会計支出（目的別経費）グラフ



- 170 -

まちの予算 インタビュールーム

③性質別支出（一般会計）

令和７年度当初予算と令和６年度当初予算の支出を性質別に分類したグラフです。性質別の主

な増減理由は下記のとおりとなります。

※記入例:増減項目 増減額（令和６年度当初予算→令和７年度当初予算）

【人件費】 会計年度任用職員報酬等 1億6,801万円（9億4,708万円→11億1,509万円）

【扶助費】 法人保育園運営費等 3億4,322万円（23億6,748万円→27億1,070万円）

障害者自立支援給付事業 1億7,310万円（10億8,173万円→13億5,021万円）

【物件費】 各種委託料 3億5,345万円（14億2,279万円→17億7,624万円）

【補助費等】町社会福祉協議会補助金 149万円（1億1,437万円→1億1,586万円）

学童クラブ補助金 9,267万円（3億384万円→3億9,651万円）

物価高騰生活者支援事業 １億1,359万円（0万円→1億1,359万円）

【普通建設事業費】

津嘉山公園整備事業 ▲1,453万円（4,772万円→3,319万円）

防災情報発信強化事業 ▲5,817万円（2億4,401万円→1億8,584万円）
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Ｑ４ 令和７年度の町税の収入と内訳はどうなっているの

ですか？

町税の収入は税の種類によって増減があったりしますが、全体的には年々増加傾向にありま

す。令和７年度につきましても全ての税目において見込額が増となっており、令和６年度と比較し、

町税全体で２億398万円の増となっています。

１．町税の内訳

令和７年度予算の町税収入を占める割合でみると、固定資産税が２４億３７２万円で税金収入の

４８．９％を占めており、次いで町民税が２０億９，１５３万円、町たばこ税が２億４，６１５万円、軽自

動車税が１億６，９３６万円となっています。
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町税 当初予算年度別推移グラフ

町民税 固定資産税 軽自動車税 町たばこ税

単位：万円

項　　目 R2 R3 R4 R5 R6 R7

町 民 税 182,357 180,610 179,931 194,647 196,840 209,153

固定資 産税 201,528 202,770 214,334 223,901 233,267 240,372

軽自動 車税 14,489 15,344 15,370 16,000 16,438 16,936

町たば こ税 23,635 23,635 23,635 23,942 24,133 24,615

町 税 合 計 422,009 422,359 433,270 458,490 470,678 491,076
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Ｑ５ 町の借金 （町債 ）はどの く らいあるのですか？

町では、道路整備や学校建設、下水道整備等の公共施設整備を行うにあたり、起債（町の借

金）を活用して事業（仕事）を行っています。その町の借金（町債残高）は､令和６年度末（令和７年

５月３１日）見込みで､全会計合わせて１２８億９，８５２万円となっています。

南風原町の会計別町債残高（借金）の内訳

一般会計
90億6,179万円 70.3％

下水道事業会計
29億4,015万円 22.8％

土地区画整理事業特別会計
8億9,668万円 6.9％

全会計合計 １２８億９，８５２万円

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

R2 R3 R4 R5 R6

1,112,419 1,093,512
1,030,887
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148,334 133,674 118,891 103,866 89,658

0 0 0 0 0

会計別町債残高推移表

一般会計 下水道事業(特別)会計 土地区画整理事業特別会計 農業集落排水事業特別会計

単位：万円
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次に、町ではどのような事業に町債を活用しているか、目的毎に分けて紹介します。

目的別町債（地方債）用語説明

■公共事業等債・・・国の補助事業のうち地方負担分にあ

てる町債です。

最近この借入を活用して行った事業

○津嘉山中央線街路事業

○黄金森公園、津嘉山公園、町道改良事業 など

■教育・福祉施設等整備事業債・・・幼稚園、小･中学校

等の施設整備にあてる町債です。

最近この借入を活用して行った事業

○町立学校空調設備設置事業、北丘小学校体育館等整備事業

■一般単独事業債・・・主に国からの補助金を受けられない事業にあてる町債です。

■災害復旧事業債・・・台風や大雨等により被害を受けた道路や

河川、公共施設などの復旧工事にあてる町債です。

最近この借入を活用して行った事業

○南風原中学校バックネット復旧事業

■その他の起債・・・減税補てん債や臨時財政対策債等、本来国

が町に交付すべきものを国に代わって町が借入した町債です。

■下水道事業債・・・下水道を整備するためにあてる町債です。

最近この借入を活用して行った事業

○公共下水道整備事業

■土地区画整理事業債・・・区画整理の事業にあてる町債です。

最近この借入を活用して行った事業

○津嘉山北土地区画整理事業

■農業集落排水事業債・・・農業集落排水施設を整備するためにあて

る町債です。

この借入を活用して行った事業（平成１８年度以降より借入無）

○農業集落排水整備事業（神里、宮城地区）

まちの予算 インタビュールーム
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●町債（地方債）ってなに？
南風原町の収入となるものは、町民税・固定資産税などのみなさんが納める「税金」と国

からの地方交付税・国庫支出金、さらには、使用料・手数料などの現金収入があります。

通常はこれらの財源を活用し、各種行政サービス（仕事）を行っていますが、学校建設

や道路整備等の大規模な公共施設整備を行う場合は、現金収入以外に「借金」をして施

設を完成させ１０年から３０年にわたってその借金を返済しています。このような借金を「町

債（地方債）」といいます。これは、私たちが家を建てる際に住宅ローンを活用することと同

じ考え方です。

●なぜ、借金をするの？
① 町債（地方債）を活用することによって、「財政負担の年度間調整」を図ることがで

きます。つまり、計画的で効率的な財政運営（家計のやりくり）ができるということで

す。例えば、南風原町のように財政に余裕があるとはいえない町で、たくさんお金の

かかることをしようとすると、１年間に入ってくるお金だけでは足りないことがあります。

住宅ローンを考えてみてください。家を建てる費用をその年の給料だけでまかなえる

人は、一部の人を除き、ほとんどいないはずです。毎年の暮らしに無理な負担をかけ

ず、将来を考えながらお金のやりくりをしていくため借金をします。

② 町債（地方債）を活用することによって、「世代間の負担の公平」を図ることができま

す。例えば、南風原町の小学校を考えてみてください。何十年も利用されていく小学

校を、もしその年だけのお金で建ててしまったら、他の行政サービスができなくなって

しまうばかりか、小学校の建設費用をその時に住んでいた町民だけが負担したという

ことになってしまいます。将来にわたってたくさんの子どもたちが長く大切に利用して

いく小学校なのですから、それぞれの時代の町民が費用負担をしていった方が、世

代間の負担も平等といえます。
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●南風原町の借金って増えているの？
町債（地方債）には、道路・公園・学校などを作るときに長期にわたって借りる町債と、国

の家計（財政）が悪くなったために、地方交付税を減らすかわりとして発行する臨時財政

対策債などがあります。

町債を借りたときは、町の家計（予算）の収入に「町債」として借り入れた額を計上しま

す。町債を返済するときには、元金と利子を支出とし公債費として計上します。令和６年度

決算見込では、歳入の町債は約４億７，９７０万円、歳出の公債費のうち元金の償還額（返

済分）は約１２億７，５８８万円であり、差し引きすると借り入れ額が、７億９，６１８万円下回

っていることがわかります。町の借金については、町道改良事業、各種公園整備事業、津

嘉山北土地区画整理事業、公共下水道整備等の大型事業や沖縄振興特別推進交付金

事業（ハード事業）を継続実施していますが、これらの事業実施に係る国や県からの補助

金の減少に伴い事業規模が縮小していることや、町債の発行抑制に努めたことから、借金

は減少しています。今後も普通建設事業費の縮減により、町債発行を元金償還額以下に

抑制し、将来の財政運営の負担とならないよう努めていきます。

令和６年度 南風原町町債返済（償還状況）

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

1,548,844

1,509,885

1,425,759

1,369,470

1,289,852

万円

町債（起債）残高の推移（全会計）

元金 利子 計

令和5年度末
町債残高

令和6年度
借入額

令和6年度返済（償還）額 令和6年度末
町債残高

136億9,470万円 4億7,970万円 12億7,588万円 9,584万円 13億7,172万円 128億9,852万円
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●私たち（町民）一人あたりの借金の額は？
町民のみなさん１人あたりの借金の額として算出しますと「３１万３千円」ほどになります。

ただし、借金の中には返済する元金と利子の額の２５％～１００％程度が地方交付税（※国

からもらえるお金）に措置されるものがあり、そうしたものを除いて町民一人あたりの借金の

額として算出すると「１３万１千円」ほどになります。

（令和７年３月末 南風原町の人口 ４１，１５５人）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

合 計 38.5 37.4 35.3 33.6 31.3

38.5

37.4

35.3

33.6

31.3
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31.0
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町民一人あたりの借金額推移表 単位：万円

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

合 計 16.5 15.6 14.5 14.6 13.1
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13.0

14.0

15.0
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町民一人あたりの借金額推移表（交付税措置を除いた場合） 単位：万円
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●町債のうちどれくらい交付税措置されてるの？
町債の中には、本来、国が補助金や交付金などの形で町に交付しなければならないも

のを国に代わって町が借金をし、その返済額を国が補てんしているものも含まれていま

す。また、公共施設などの整備が遅れている地域などで整備が進みやすいよう返済額の

一部を国が補てんする借金もあります。

このように、国が補てんする町債（借金）は、２５％～１００％の範囲で地方交付税の計

算に反映し町に交付されています。 町債の中に含まれる国が補てんする額はおよそ下

記のとおりとなります。

※町の借入金のうち、国から交付税として措置される額を将来にわたって正確に算出する

ことはできませんが、地方債実務ハンドブックをもとにおよその目安として計算しています。

国から交付税として措

置される額

７５億１，３６０万円

５８．３%

国からの措置がなく町

が実際に負担する額

５３億８，４９２万円

４１．７%

町債残高（借金）全会計１２８億９，８５２万円
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586,069 595,475
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町債残高における交付税措置状況一覧表
単位：万円

項目 R2 R3 R4 R5 R6

町債残高

（全会計合計）
1,548,844 1,509,885 1,425,759 1,369,470 1,289,852

町債残高

（うち、交付税措置あり）
885,980 880,896 839,690 773,995 751,360

町債残高

（うち、交付税措置なし）
662,864 628,989 586,069 595,475 538,492
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Ｑ６ 貯 金 （ 基 金 ） は ど の く ら い あ る の で す か ？

町の貯金には、「財政調整基金」、「減債基金」、「目的基金」があります。その貯金総額の残高

は、令和６年度末見込み（令和７年５月３１日）で３７億６，１６５万円となります。町民一人あたりの額

は約「９万１千円」となります。令和５年度末残高と比較し基金残高合計で３億６，２２８万円増となり

ます。主な要因は、ふるさと納税の推進をはじめとした歳入確保に関する取り組みや、各種歳出削

減の取り組み等によるものです。また、一人あたりの借金額「１３万１千円」を差し引きますと、マイ

ナス「４万円」となり借金の方が多いことがわかります。町では、借金と貯金のバランスや経済の動

向を考え、将来にわたっていろいろな財政分析を行いながら効率的な財政運営に努めます。

（令和７年３月末 南風原町の人口４１，１５５人）

※借金額＝町債において、交付税措置を除いた金額で表しております。
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南風原町基金の年度別推移
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町民一人あたりの貯金額及び借金額推移

町民一人あたりの借金額(交付税措置無し分)
町民一人あたりの貯金額
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各基金の説明と残高

○財政調整基金残高 ２７億１，７０９万円（前年度２５億１，５４０万円／２億１６９万円増）

年度間のお金の不均衡を調整するためや、災害復旧などお金が不足したときに対応するため

に貯金（積立）をしている基金です。長期的な視野で計画的な財政運営を行うために，お金に余

裕のある年度に貯金を行い，お金に不足したときに使います。また、決算でお金があまったときは，

その全部または一部を積み立てることとなっています。

○減債基金 ２億７，２３１万円（前年度２億５，２５２万円／１，９７９万円増）

借金（町債）の返済にあてるために、貯金（積立）をしている基金です。増額の要因は、臨時財

政対策債の償還に充てるために、普通交付税が追加交付されたことによるものです。

○福祉基金 １億２８１万円（前年度１億２７８万円／３万円増）

福祉活動や快適な生活環境をつくるために、貯金（積立）をしている基金です。増額の要因は

定期預金利子によるものです。

○リサイクル基金 １，７０７万円（前年度１，７０６万円／１万円増）

この基金は、指定ごみ袋販売収入から経費を除いて残ったお金の１／２を貯金(積立)し、ごみ減

量や、環境学習関係の事業を実施するための基金です。増額の要因は、貸付利子によるもので

す。
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○一般廃棄物処理施設建設基金 ８２１万円（前年度８２１万円／増減なし）

那覇市・南風原町環境施設組合で管理・運営している、那覇・南風原クリーンセンターや最終処

分場の建設に充てるために設置した基金です。現在は施設が完成したため、基金条例を改正し組

合への負担金へ充てています。この基金もリサイクル基金同様に、指定ごみ袋販売収入から経費

を除いて残ったお金の１／２を積立し運用しています。

○職員退職手当特別負担金引当基金 ２４万円（前年度２４万円／増減なし）

団塊の世代の職員が定年を迎えるのに備え、退職手当特別負担金に充てるために、貯金（積

立）するための基金で平成１７年度に創設されました。平成２４年度から平成２６年度まで負担金に

充てておりました。

○土地区画整理事業基金 ３億６，７２３万円（前年度３億１３６万円／６，５８７万円増）

土地区画整理事業の費用に充てるために、津嘉山北土地区画整理事業地区内の土地を売買

した保留地処分金を貯金する基金です。増額の要因は、保留地処分金を積み立てたことによるも

のです。令和７年度は、土地区画整理事業で７，０００万円を取り崩す予定です。

○ふるさと応援基金 ２億５，３６５万円（前年度１億７，４４５万円／７，９２０万円増）

南風原町を応援するため寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、個性豊かな活力

あるふるさとづくりに資することを目的に設置した基金です。貯金した財源は寄付者の意向に沿っ

た事業で活用します。

まちの予算 インタビュールーム
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Ｑ７ 特別職や職員などの給与は、どのように決められるの

ですか？
１ 特別職の報酬の決定の仕組みは？

町長や議会議員などの報酬は、町長が町内各種団体の代表者などで構成する「特別職報酬審

議委員会」に検討を依頼します。審議会では、具体的な報酬金額や改める日を検討し、委員会の

決定事項を町長に回答します。町長は、委員会での決定を尊重して改正条例案を作成し、議会に

議案として提出します。

改正条例案は、町議会の審議と議決を受けた後、告示されてから適用となります。

２ 特別職などの給与を、他町村と比べると？

南風原町の特別職などの報酬（月額）を、島尻郡内町村の平均と県内町村の平均で比較すると

次の表のとおりになります。

島尻郡内町村平均 県全町村平均

区 分 南風原町 （12町村) （30町村)

町 長 790,000円 68９,250円 714,667円

副町長 645,000円 562,750円 582,233円

教育長 604,000円 527,750円 541,000円

議 長 350,000円 260,750円 280,600円

副議長 290,000円 216,500円 234,200円

議 員 263,000円 201,333円 217,067円

郡内及び全町村：令和６年４月１日現在

（特例条例等により一時的な給料等の減額含む）

３ 一般職の給与の決定の仕組みは？

一般職の職員の給与の改正は、国の人事院勧告に基づいて行われています。職員の給与は、

全て条例や規則の規定に基づいて支給されています。

職員の給与については、町の広報紙「広報はえばる」で、毎年詳しく載せていますので、こちら

もご覧下さい。

職 員 一 人 あ た り の 職 員 一 人 あ た り の

区 分 １ 年 間 の 平 均 １ 年 間 の 平 均 職 員 の 平 均 年 齢

給 料 の 月 額 給 与 の 月 額

一般行政職 ３１１，０００円 ３３８，９５８円 ４０．３歳

令和６年４月１日現在

※給料とは、基本給のことです。また、給与とは給料（基本給）に扶養手当などの手当

を加えた額です。

まちの予算 インタビュールーム
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Ｑ８ 町の人口はどのくらいですか？

町の人口を５年毎の国勢調査でみると、昭和５０年頃から急激に増えてきています。２０年で人

口が約２倍に増え、県都那覇市の東側に位置し、ベッドタウンとしての役割を果たしています。

令和２年度に実施した国勢調査人口は４０，４４０人となっており、前回の国勢調査人口より

２，９３８人増となっています。

※昭和２０年は国勢調査の調査年にあたりますが、終戦直後のため、人口の把握ができており

ません。

Ｑ９ 高齢者の人口割合はどのくらいですか？

高齢者（６５歳以上）の人口比率は下のグラフのように増加をしています。よりよい高齢化社会を

作っていくために、町では、高齢者が健康で、充実した生活を送ることができるように、健康づくり

推進事業や各字公民館で実施している生きがい活動支援事業などいろいろな事業を行っていま

す。
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■■■５歳段階別の人口内訳（令和７年３月３１日現在 ４１，１５５人）■■■

Ｑ １ ０ 南 風 原 町 の 規 模 は ど の く ら い な の で す か ？
○面積でみると・・・

沖縄県には４１の市町村あり、竹富町が３３４．４０ｋ㎡で最も広い面積をもち、逆に最も面積の

小さい自治体は渡名喜村で３．８７ｋ㎡です。本町は県内で４番目に小さく、１０．７６ｋ㎡の面積と

なっております。

※数値は国土地理院（令和７年１月１日時点）の資料を参考に抜粋しています。
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行政用語を確認しよう！Ｐａｒｔ１

町
ちょう

　税
ぜい 　地方税法、条例により町民や町内の企業から徴収する税です（町民税や固

定資産税など）。

町
ちょう

　債
さい

　学校や道路、公園などを建設する場合のように、長期間にわたって利用する
ことができ、多額の経費が必要なものの財源に充てるため、町が政府・地方公
共団体金融機構・銀行などから調達する長期的な借入金を「町債」といいま
す。簡単にいうと、町の借金のことです。

地方
ち ほ う

交付税
こ う ふ ぜ い

　地方税収入の少ない地方公共団体にも財源を保障し、日本のどの地域に
おいても一定の行政サービスを提供できるよう、国税５税（所得税、法人税、酒
税、消費税、地方法人税）の一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交
付するものです。その基準は国が決めています。

国庫
こ っ こ

支出金
ししゅつ きん

　国が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定の割
合で国が補助する場合に交付されるもので、①法によって国に負担する義務
のある国庫負担金、②財政的援助的な国庫補助金、③本来国が行うべき事
務を県や市町村へ委託する場合の国庫委託金に分類されます。

県
けん

支出金
ししゅつ きん

　県が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定の割
合で県が補助する場合に交付されるもので、国庫支出金と同様、その目的、
性格により県負担金、県補助金、県委託金に分類されます。

分担金
ぶんたんきん

及び負担金
ふ た ん きん 　町で特定のサービスを受けた人が納めるお金。保育料、福祉施設入所負担

金などがあります。

地方
ち ほ う

譲与税
じょうよ ぜい 　法によって、国が国税として徴収し、一定の基準によって県や市町村に譲与

される税です。

配当
はい とう

割
わり

交付金
こ う ふ き ん

　上場株式などの配当には税がかかり、県民税として県に納められますが、こ
の税の一部を財源として、県が一定の基準により、町に対して交付するもので
す。

株式
かぶしき

等
と う

譲渡
じ ょ う と

所得
し ょ と く

割
わり

交付
こ う ふ

金
きん

　株式などの譲渡によって所得が発生した場合には税がかかり、県民税とし
て県に納められますが、この税の一部を財源として、県が一定の基準により、
町に対して交付するものです。

地方
ち ほ う

消費
しょ う ひ

税
ぜい

交付
こ う ふ

金
きん

　税務署に納められた地方消費税は国から各都道府県に配分されます。
その１／２相当額が人口（国勢調査）及び従業者数（経済センサス）により按
分され、各市町村に交付されます。

使用料
しよ う り ょう

及び手数料
てす う り ょ う 　町の施設の使用料や住民票等の交付手数料として、利用者の皆さんが支

払うお金。

利子
り し

割
わり

交付金
こ う ふ き ん

　金融機関などから利子の支払を受ける際には税がかかりますが、この税の一
部を財源として、県が個人県民税の額に応じて、町に対して交付するもので
す。

環境
かんきょう

性能
せいのう

割
わり

交付金
こ う ふ き ん 　自動車税環境性能割の一部を財源として、県が町道の長さや面積に応じ町

に対して交付するものです。

繰入金
く りいれきん

　基金（町の貯金）を取り崩して、繰り入れるお金  ※基金には、年度間の不均衡を

調整するために積み立てられる財政調整基金や、ある目的のために積み立てる目的基金があり

ます。

収入用語チェック
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行政用語を確認しよう！Ｐａｒｔ２

議会
ぎ か い

費
ひ

　議会の運営に使うお金。

総務費
そ う む ひ 　人事、企画、財政、徴税、戸籍、選挙、統計や交通安全など、町の総括的な

事務事業に使うお金。

民生費
みん せ い ひ

　障害者福祉、児童福祉、高齢者福祉、生活保護、福祉医療、国民年金など
福祉全般に使うお金です。国民健康保険特別会計や老人保健特別会計へ
の支出も含まれます。

衛生費
え い せ い ひ 　住民健診や予防接種などの保健費、ごみやし尿処理などの清掃費など、安

全で衛生的な生活のために使うお金。

農林
のう りん

水産
すいさん

費
ひ

　農道や畑地かんがい施設の整備、畜産や営農の活性化などに使うお金。

土木費
ど ぼ く ひ 　道路、橋りょうや河川、公園の整備運営、土地区画整理事業などに使うお

金。

教育費
き ょ う い く ひ 　幼稚園や小中学校、公民館、文化センターの施設建設や運営の費用など、

教育全般に使うお金。

公債費
こ う さ い ひ

　町債（町の借金）を返済する元利償還金（元金と利子）と一時的な借入れを
した場合の支払利息のことをいいます。
　町の借金を返済するために支払うお金。

労働費
ろ う ど う ひ

　労働者のための施設（共同福祉施設）の運営等に使うお金。

商工費
しょ う こ う ひ

　商工業や観光の振興に使うお金。

消防費
しょ う ぼう ひ

　東部消防組合に対して町が負担するお金や、災害対策に使うお金。

災害
さいがい

復旧
ふっきゅう

費
ひ

　台風や豪雨により被災した道路や公園などの復旧のために使うお金。

予備費
よ び ひ

　緊急を要する場合などに、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるた
めの経費です。ただし、議会が否決した使途に充てることは禁止されていま
す。

支出用語チェック（目的別分類）

まちの予算 インタビュールーム



- 186 -

行政用語を確認しよう！Ｐａｒｔ３

義務的
ぎ む て き

経費
け い ひ 　町の支出のうち、その支出が義務づけられ、簡単に削減することができない

経費をいいます。人件費、扶助費、公債費から構成されています。

投資的
と う し て き

経費
け い ひ 　道路、橋、公園、学校の建設など、社会資本の整備に要する経費のことで

す。普通建設事業費、災害復旧事業費から構成されています。

人件費
じ ん け ん ひ

　議員の報酬、職員の給与などの経費です。

扶助
ふ じ ょ

費
ひ 　生活保護法、児童福祉法などの法令に基づいた生活保護費や児童手当な

どの支給、町が単独で行う各種扶助のための経費です。

物件
ぶっけん

費
ひ 　町の経費のうち、消費的性質をもつ経費です。旅費、交際費、需用費などが

これにあたります。

維持
い じ

補修費
ほ し ゅ う ひ 　道路、公共施設などを利用者が気持ちよく使えるよう、修理したり管理する

ための経費です。

補助費
ほ じ ょ ひ

等
と う

　町から他の地方公共団体（県、市町村、一部事務組合など）や民間に対し
て、行政上の目的により交付される現金的給付に係る経費です。講師謝礼金
などの報償費、保険料などの役務費、負担金・補助金及び交付金などが該
当します。

普通
ふ つ う

建設
けんせつ

事業費
じ ぎ ょ う ひ 　道路、橋、学校、庁舎など、公共施設・公用施設の新増設の建設事業に必

要とされる、投資的な経費のことです。

積立金
つみたてきん 　財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合に、年度間の

財源変動に備えて積立てる経費です。

投資
と う し

及び出資金
しゅ っしき ん

　財産を有利に運用するための国債などの取得や、公益上の必要性による会
社の株式の取得などに要する経費です。このほか、財団法人設立の際の出
捐金や、開発公社などへの出資も該当します。

貸付金
かしつけきん 　地域住民の福祉増進や地域の振興を図るため、町が、直接あるいは間接

に、現金の貸付を行うための経費です。

繰出金
く りだし き ん

　一般会計、特別会計および基金の間で、相互に資金運用をするものです。
その会計から他の会計に資金を移す場合を「繰出」、他の会計からその会計
に資金が移される場合を「繰入」といいます。

支出用語チェック（性質別分類）
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行政用語を確認しよう！Ｐａｒｔ４

補助
ほ じ ょ

事業
じ ぎ ょ う

　町が、国や県から、負担金・補助金を受けて行う事業です。

単独
たん どく

事業
じ ぎ ょ う 　町が国や県の補助などを受けずに、町独自の経費で任意に実施する事業

です。

一般
いっぱん

財源
ざいげん 　使いみちを特定されず、どのような経費にも使用することができる財源です。

町税、地方譲与税、地方交付税、地方特例交付金などがこれにあたります。

特定
とく てい

財源
ざいげん 　補助金のように用途が特定されている財源です。国庫支出金、県支出金、

町債などがこれにあたります。

基金
き き ん 　特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるものと、定額の資金を

運用するために設けられるものがあります。財政調整基金、減債基金など。

一時
い ち じ

借入金
かりいれきん

　町の支払資金が一時的に不足した場合に借り入れるもので、いわゆる回転
資金です。借入の限度額を予算に定めるとともに、その年度の歳入をもって年
度内に返済しなければなりません。今年度の一般会計の一時借入金限度額
は、40億円です。

標準
ひょうじゅん

財政
　　ざいせい

規模
き ぼ

　各地方公共団体の一般財源の規模を示すものです。

経常
けいじょう

収支
   しゅうし

比率
    ひりつ

　財政構造の弾力性（ゆとり）を判断するための指標です。地方税・普通交付
税など、使いみちを制限されない毎年収入される収入（経常的収入）に対す
る、人件費・公債費・扶助費など毎年支出される経費（経常的支出）の割合で
す。この割合が低いほど、財政にゆとりがあり、さまざまな状況の変化に柔軟に
対応できることを示します。市で80％、町村で75％を超えると、財政構造は弾
力性を失いつつあり、厳しい財政運営を強いられることになります。

実質
じっ しつ

公債費
こ う さ い ひ

比率
ひ り つ

　標準財政規模に対する一般会計等が負担する町債の元利償還金等の比率
で、資金繰りの程度を示す指標です。実質公債費比率が18％を超えると、新
たな起債（借金）をする際は国や県の許可が必要になります。また25％を超え
ると、起債制限団体となり、単独事業の起債が認められなくなります。

公債費
こ う さ い ひ

負担
ふ た ん

比率
ひ り つ

　公債費と一般財源の関係を見るための指標です。公債費（町の借金返済に
あてる経費）に割り当てられた一般財源の額が、一般財源総額に占める割合
で表します。この数値が高いほど、財政運営の硬直性の高まりを示していま
す。一般的には、財政運営上15％が警戒ライン、20％が危険ラインとされて
います。

その他財政用語チェック
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○役場庁舎各課案内

〒９０１－１１９５ 沖縄県島尻郡南風原町字兼城６８６番地 （市外局番０９８）

部　名 課　　　名 電話番号 ＦＡＸ番号 役場庁舎

議会
議会事務局

（監査事務局）
８８９－３０９７ ８８９－４４９９ ５階

総務課 ８８９－４４１５ ３階

会計課 ８８９－２６０７ １階

企画財政課 ８８９－０１８７

（情報処理班・DX推進班） ８８９－３７９２

８８９－４４１４

８８９－１７９７

８８９－４４１３

８８９－０５２３

こども課 ８８９－７０２８ １階

国保年金課 ８８９－１７９８ １階

保健福祉課 ８８９－４４１６ ２階

まちづくり振興課 ８８９－４４１２

都市整備課 ８８９－１６３２

８８９－２５０８ ４階

８８８－０２６６

産業振興課 ８８９－４４３０

（農業委員会） ８８９－４１６３ ４階

教育総務課 ８８９－２６２０ ４階

学校教育課 ８８９－６１８１ ４階

民生部

１階

８８９－７６５７

８８９－２５１９

４階

教育部

総務部

経済建設部

４階

住民環境課

３階

２階

区画下水道課

税務課

お問い合わせは こちらまで
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電話番号 ＦＡＸ番号

８８９－０５６８

８８９－６４００

８８９－７３９９ ８８９－０５２９

８８９－７３８１ ８８２－６５５６

８８９－３６９１ ８８９－０５６４

８８９－２０８８ ８８９－２２３６

８８９－１２３０ ８８９－１２３９

８８９－６５２０ ８８９－６９６４

８８９－３４０１ ８８９－３０８６

８８９－２０９５ ８８９－２２０４

８８９－０４３２ ８８８－０４９８

８８９－０５０２ ８３５－６７８８

８８２－６７０１ ８８２－６７２２

９１１－７５００ ９１１－７５０６

９６３－８０１１ ９６４－７７８５

９９８－８３９０ ９９８－９４２０

９６３－８２１３ ８６０－６０２０

うるま市石川石崎１丁目１番
（うるま市石川庁舎３階）

南部市町村圏事務組合南斎場 那覇市旭町116-37（自治会館6階）

８８９－３９２０　（ＦＡＸ兼用）

８８９－４１０１　（ＦＡＸ兼用）

８８９－４５５９　（ＦＡＸ兼用）

８８９－６８１５　（ＦＡＸ兼用）

８８９－７１３３　（ＦＡＸ兼用）

南風原中学校 〃 　　兼城７８０番地

南星中学校 〃 　　照屋２００番地

北丘小学校 〃 　　宮平３３６番地

翔南小学校 　〃 　　喜屋武４５０番地

南風原小学校

沖縄県介護保険広域連合
読谷村字比謝矼５５番地

比謝矼複合施設２階

黄金森公園陸上競技場 〃 　　宮平７１８番地１

那覇市・南風原町環境施設組合 〃　　　新川６５０番地

〃 　　兼城６８５番地

津嘉山小学校 　〃 　　津嘉山６８４番地

　〃 　　喜屋武４５０番地

名　　　　　　称 住　　　　　　　所

津嘉山幼稚園 　〃 　　津嘉山６８４番地

南風原幼稚園

町立図書館

南風原町字喜屋武２３６番地

〃 　　喜屋武２５７番地

〃　　　宮城２４８番地

〃　　 宮平９番地

〃 　　兼城６８４番地

地域交流センター町立中央公民館
(生涯学習文化課）

文化センター

学校給食共同調理場

宮平保育所

ちむぐくる館
（国保年金課・健康づくり班）

８８８－３２６５

北丘児童館

兼城児童館

本部児童館

〃 　　宮平６９７番地１０

北丘幼稚園 〃 　　宮平３３６番地

翔南幼稚園

〃 　　宮平４８９番地１

〃 　　兼城８４番地

〃 　　本部１１６番地

〃 　　津嘉山６６３番地１

南部広域行政組合

８８９－３８８３　（ＦＡＸ兼用）

８８８－２９２５　（ＦＡＸ兼用）

８８９－５００８　（ＦＡＸ兼用）

８８９－６１１４　（ＦＡＸ兼用）

八重瀬町字東風平９６５番地
（南部総合福祉センター２階）

津嘉山児童館

沖縄県後期高齢者医療広域連合

お問い合わせは こちらまで


